
記載誤りの概要 

１ 令和３年分以前の誤り 

 

 

※副団長の階級別年額報酬額（87,000 円）の場合 

【誤】 ５万円を超える年額報酬から 5 万円を差し引いた金額を課税対象として計算 

    ① （87,000 円-50,000 円） × 3.063％（税率） ＝ 1,133 円（源泉徴収税額） 

【正】 年額報酬が 5 万円を超えるため全額を課税対象として計算 

    ② 87,000 円 × 3.063％（税率） ＝ 2,664 円（源泉徴収税額） 

 

なお，5 万円を超えない年額報酬額については，非課税として処理していたため，誤り 

はありません。なお，支払金額欄は，年額報酬額から 5 万円を差し引いていない金額 

を記載していたため，誤りはありません。 

 

（参考） 階級別年額報酬額  （単位：円） 

団長 副団長 方面隊長 副方面隊長 分団長  副分団長 部長 班長 団員 

126,500 87,000 66,500 54,500 54,500 48,000 43,000 38,500 36,500 

 

２ 令和４年分及び令和５年分の誤り 

 

【誤】 ①年額報酬額と出勤報酬金額の合計した支払額を記載  

【正】 ②年額報酬額と出勤報酬金額の非課税部分を除いた金額を記載 

 

なお，源泉所得税額欄は，年額報酬と出勤報酬金額の非課税部分を除いた金額で 

計算しているので誤りはありません。 

 

別紙 


